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立会調査

本発掘調査

工事着工

埋蔵文化財発掘調査　フローチャート
★個人・民間事業者が事業主の場合

包蔵地問い合わせ
( 窓口・TEL)

包蔵地該当の場合 隣接地の場合包蔵地非該当の場合

慎重工事

区が東京都へ進達

確認調査
( 試掘調査 )

計画変更

埋蔵物なし

届出の必要はありません。
ただし、遺跡に近い範囲なので念
のために調査をお願いしています。
その際には調査の参考にするため
図面等をお見せいただく場合があ
ります。

もし、工事中に埋蔵物を発見
した場合は、速やかに杉並区
教育委員会に報告してくださ
い。

工事中に埋蔵物が出る可
能性があるため、慎重に
工事を行ってください。
埋蔵物が発見された場合
は、速やかに杉並区教育
委員会に報告してくださ
い。

工事着工

埋蔵物あり

発掘調査を行い、遺跡の記
録と遺物の保存を行います。

当該地が更地の状態で試
掘調査を行い、埋蔵物の
有無を確認します。

建物の根切り工事（基礎
の掘削工事）時に文化財
係の職員が立ち会い、埋
蔵物の有無を確認します。

工事継続

埋蔵物なし 埋蔵物あり

工事着工

東京都から通知
※通知は都から届出者へ発送。
　事務担当者への発送も可能。
　( 届出別記　「10　参考事項」に
　必要事項を記載した場合のみ。）

※工事着工の 60 日前までに杉並
　区に提出してください。

文化財保護法 93 条 第 1 項
埋蔵文化財発掘届出提出 ( 義務 )

※調査の費用は原則として事業主の
負担となります。( ただし、個人の専
用住宅の場合、費用は区が負担いたし
ます。)
※隣接地における試掘調査の費用は区
が負担いたします。

※調査の費用は包蔵地・隣接地ともに原則
として事業主の負担となります。( ただし、
個人の専用住宅の場合、費用は区が負担い
たします。)　

※補足
 ・区ホームページにも埋蔵文化財包蔵地の地図が掲載されております。隣接地は掲載されておりませんので、お問い合
　わせください。
 ・国の機関等が事業主になる文化財保護法第 94 条第 1 項の通知提出の場合も、基本的な流れは一緒です。ご不明な点
はお問い合わせ下さい。
 ・立会調査と確認調査 ( 試掘調査 ) の判断基準
杉並区では、埋蔵物が含まれる層が地表から 50 ㎝以上の深さから発見される傾向があります。よって、工事の掘削
が 50 ㎝を越える場合は確認調査 ( 試掘調査 )、50 ㎝未満の場合は立会調査と判断します。ただし、場所によっては
50 ㎝未満で発見される可能性もあります。
　　→立会調査…建物の基礎が 50 ㎝未満、地盤改良 ( 鋼管杭 )
　　→確認調査 ( 試掘調査 )…50 ㎝以上の切土等の造成工事
　　　　　　　　　　　　　  建物の基礎が 50 ㎝以上
　　　　　　　　　　　　　  地下・半地下あり
　　　　　　　　　　　　　  地盤改良 ( 表層改良・柱状改良等）
　　　　　　　　　　　　　  ※柱状改良がΦ600( 径 60 ㎝ ) の場合、柱の芯から芯まで 1.8m以上空けていただ
　　　　　　　　　　　　　  　ければ立会調査
・確認調査 ( 試掘調査 ) と判断された後に、計画変更をしていただき、埋蔵物の含まれる層まで掘削が及ばないようであ
れば、立会調査になる可能性があります。

・別途ご不明な点があれば、杉並区地域の学び推進課文化財係までお問い合わせ下さい。
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書類の提出について
1．提出書類
　 ・下記の書類を各 1部ご提出ください。
　　(1) 埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について
　　（2) 別記
　　(3) 承諾書 (別紙 1)( 施主が土地所有者と異なる場合のみ、土地所有者の承諾書が必要   
       となります。
　　(4) 承諾書 (別紙 2)( 確認調査又は試掘調査の際に、提出していただく書類です。)
　　(5) 添付書類 (案内図・配置図・基礎伏図・断面図 )
   ・提出書類 (1) ～ (4) は本書 36 ページ以降をコピー、もしくは区ホームページに掲載している  	
     PDF をダウンロードしてお使いください。
　 ・提出書類は、図面類も含めてすべて A4 判をご用意ください。
　 ・捺印は朱肉でお願いします (シャチハタ印不可 )。

2．提出期限
　 ・当該土木工事等に着手する日の 60 日前までに提出してください。

3. 提出場所
　 ・杉並区教育委員会生涯学習推進課 (東棟 6階 1番窓口 )までご持参ください。届出の記載事項・   
　　図面などの不備が認められた場合、受理できません。郵送を希望する場合は事前に文化財係ま
　　でご連絡ください。

＊埋蔵文化財発掘の届出　提出書類一覧

※②地盤改良を実施する場合は「地盤改良図」も併せてご提出下さい。その他設計が変更となる場合には、調査
内容が変更になることがありますので、判明した時点でご連絡ください。

※①承諾書 ( 別紙 2) は確認調査 ( 試掘調査 ) を実施する際、必要になる場合があります。他の届出書類と共に　
　　提出していただくこともできます。

添付書類に不備がある場合、工事による埋蔵文化財への影響が判断できず、調査内容について回答を保留す　　
ることがあります。上記の表を参考にして、提出書類に不備がないかご確認をお願いします。

※補足

書類 施主が土地所有者と同じ場合 施主が土地所有者と異なる場合

埋蔵文化財発掘の届出 ● ●

別記 ● ●

承諾書 (別紙 1) ●

承諾書 (別紙 2) ※① ※①

添付書類

案内図 ● ●

配置図 (建物や造成図 ) ● ●

基礎伏図 ● ●

断面図 (掘削の深さ ) ● ●

地盤改良図(地盤改良がある場合) 　　　　　●※② ●※②
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埋蔵文化財発掘の提出書類各種記入方法

Ⅰ．「埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について (様式 2)」の書き方
　1．年月日
　　 ・杉並区教育委員会に届出を提出した年月日を記入してください。
　　　例 )令和元年 6月 1日

　2．住所・氏名等
・当該土木工事を実施する事業者 (施主・開発事業者＝「別記」の「6　工事主体者」

に同じ )の住所・氏名等を記入し、押印をしてください。
例 )事業者が個人の場合
　　　住　所　〒 166 － 0004
　　　　　　　東京都杉並区阿佐谷南 1－ 15 －１
　　　氏名等　杉並 なみすけ　印
例 )事業者が法人の場合
　　　住　所　〒 166 － 0004
　　　　　　　東京都杉並区阿佐谷南 1－ 15 － 1
　　　氏名等　株式会社　杉 並　　代表取締役　杉並 なみすけ　印　※
　　　 ※代表取締役印・社印等。
　　　 ※法人名だけではなく、必ず代表取締役など代表者の氏名もお書きください。

　3．埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について
　　・下記の例を参考に、該当箇所を○で囲んでください。
　　　例 )事業主体が個人・企業・開発事業者の場合

埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について

　周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等のための発掘を実施したいので、文化財保
護法 (昭和 25 年法律第 214 号 )〔第 93 条第 1項・第 94 条第 1項〕、同第 184 項第 1項及
び文化財保護法施工令 (昭和 50 年政令第 267 号 ) 第 5 条〔第 1項・第 2項〕の規定により、
下記の事項について、関係書類を添付し、別記のとおり〔届出・通知〕します。

例 )事業主体が国の機関等の場合

埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について

　周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等のための発掘を実施したいので、文化財保
護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 )〔第 93 条第 1 項・第 94 条第 1 項〕、同第 184 項第 1 項及
び文化財保護法施行令 (昭和 50 年政令第 267 号 ) 第 5 条〔第 1項・第 2項〕の規定により、
下記の事項について、関係書類を添付し、別記のとおり〔届出・通知〕します。

Ⅱ．「別記」の記入について
1．所在地
　 ・当該土木工事等を行う土地の住所を住居表示で記入してください。
　・なお、住居番号など提出時に未定の部分がある際には、提出時に決まっているところまで記入
　　をすること。

2．面積
　 ・土木工事等で実際に掘削する面積 (建物の場合は建築面積 )を記入してください。
　　※敷地面積ではありません。
　 ・宅地造成工事等の場合は開発対象面積を記入してください。
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3．土地所有者
　 ・当該土木工事等を行う土地の所有者の氏名又は名称及び住所を記入してください。
　 ・土地所有者が法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地を
　　 記入してください (押印は不要 )。

4．遺跡の種類
　 ・当該土木工事等の行う土地に関わる遺跡の種類、現状、時代について、当該項目を○で囲み、　     
    遺跡の名称を記入してください。「員数」は該当する遺跡の箇数です。記入に当たっては、本書
    の「杉並区遺跡一覧」(p.22 ～ p.27) を参照してください。

5．工事の目的
　 ・当該土木工事等の目的について該当項目を○で囲み、工事の計画及び方法の概要を記入してく
　　ださい。

6．工事主体者
　 ・当該土木工事等の主体者となる方 (施主・建築主・事業者 )の住所及び氏名等を記入してくだ
　　さい (様式 2と同一 )。
　・法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地を記入してくだ
　　さい。

7. 施工責任者
　・当該土木工事等の施工会社を記入してください。
　・法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地を記入してくだ　　
　　さい (未定の場合は「未定」と記入してください )。

8．着手時期
　 ・当該土木工事の着手時期を記入してください。

9. 終了時期
　 ・当該土木工事の竣工時期を記入してください。

10. 参考事項
　 ・その他、参考となる事項を記入してください。
　 ・東京都から返送される通知文の送付先は、通常施主宛になります。受け取り先を別に指定され
　　る場合は、「事務担当者」と明記し、この欄に担当者名と郵便番号・住所・会社名・電話番号を
　　ご記入ください。
　　※事業主が法人の場合は、必ず担当者をお書きください。

※その他、ご不明な点がある場合は事前の問い合わせ、又は窓口でご確認の上、ご記入ください。

Ⅲ．「承諾書 (別紙 1・2)」の記入について
1. 年月日
　 ・土地所有者の方に承諾書の記入及び押印を頂いた年月日を記入してください。
　  例 ) 令和元年 6月 1日

2. 住所・氏名等
　 ・土地所有者の住所・氏名等を記入し、押印をお願いします。

3. 所在遺跡
　 ・下線部に土木工事等を行う土地の住居表示を記入してください。
　　例 )杉並区阿佐谷南 1－ 15 － 1 所在遺跡

※承諾書 (別紙 1) は、施主と土地所有者が異なる場合に必要となり、承諾書 (別紙 2) は確認調査
　(試掘調査 )の際に、必要となります。
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記入例

様式２

第 号

年 ●月 ●日

東京都教育委員会教育長 様

埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について

周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等のための発掘を実施したいので、文化財保

護法（昭和25年法律第214号）〔第93条第１項・第94条第１項〕、同第184条第１項及び文

化財保護法施行令（昭和50年政令第267号）第５条［第１項・第２項］の規定により、下記

の事項について、関係書類を添付し、別記のとおり〔届出・通知〕します。

記

１ 土木工事等をしようとする土地の所在及び地番

２ 土木工事等をしようとする土地の面積

３ 土木工事等をしようとする土地の所有者の氏名又は名称及び住所

４ 土木工事等をしようとする土地に係る遺跡の種類、員数及び名称並びに現状

５ 当該土木工事等の目的、計画及び方法の概要

６ 当該土木工事等の主体となる者（当該土木工事等が請負契約等によりなされるときは、

契約の両当事者）の氏名及び住所（法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の

氏名並びに事務所の所在地）

７ 当該土木工事等の施行担当責任者の氏名及び住所

８ 当該土木工事等の着手の予定時期

９ 当該土木工事等の終了の予定時期

10 その他参考となるべき事項

【添付書類】

土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図並びに当該土木工事等の概要を示

す書類及び図面

令和●

〒166－0004

住 所

氏名等 印

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

杉並　なみすけ
個人の場合

法人の場合
住　所　東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

氏名等　株式会社　杉 並
　　　　代表取締役　杉並 なみすけ

〒166-0004

印
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記入例 別 記

法第 93条第 1項・法第94条第 1項 （○で囲むこと）

１ 所 在 地

２ 面 積 ㎡

３ 土地所有者

住 所：

氏名等：

４ 遺跡の種類
散布地（包蔵地） 集落跡 貝塚 都城跡 官衙跡 城館跡 寺社跡 古墳

横穴墓 その他の墓 生産遺跡 屋敷 その他の遺跡（ ）

遺跡の名称 （遺跡番号 ） 員 数

遺跡の現状 宅地 水田 畑地 山林 道路 荒蕪地 原野 その他（ ）

遺跡の時代 旧石器 縄文 弥生 古墳 奈良 平安 中世 近世 その他（ ）

５ 工事の目的

道路 鉄道 空港 河川 港湾 ダム 学校建設 集合住宅 個人住宅

分譲住宅 工場 店舗 個人住宅兼工場又は店舗 その他建物（ ）

宅地造成 土地区画整理 公園造成 ゴルフ場 観光開発

ガス・水道・電気等 農業基盤整備事業（農道等含む）

その他農業関連事業 土砂採取 その他開発（ ）

６ 工事主体者

住 所：

氏名等：

７ 施工責任者

住 所：

氏名等：

８ 着手予定時期 ●年 ●月 ●日 ９ 終了予定時期 ●年 ●月 ●日

10 参 考 事 項

指 導 事 項 発掘調査 立会調査 慎重工事 試掘・確認調査 その他（ ）

〔注意事項〕 ①太線内は届出者が記入。 ②指導事項欄は都教育委員会で記入。

③遺跡の種類・現状・時代及び工事の目的欄は、該当項目を○で囲み、該当

項目のない場合は（ ）内に記入。

東京都杉並区上井草4-●-●　　　　※住居表示

80

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

杉並　なみすけ

4 ●井草

東京都杉並区阿佐谷南１-15-1

杉並　なみすけ

代表取締役　杉並　太郎

株式会社　　杉並

令和 令和

事務担当者　〒●-●

東京都杉並区阿佐谷南●-●-●
株式会社　なみ　事務担当者：●●
TEL　●-●-●

東京都杉並区阿佐谷南●-●-●

※工事主体者は届出者と同じ

※決まっていない場合は「未定」と記入

※面積は建築の場合は建築面積、それ以外
　は工事によって掘削される面積を記入。

東京都からの通知文を事務担当者等
に送付希望の場合、送付先を記入
してください。
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記入例

印

令和○○ ○○○○

166 0004

東京都杉並区阿佐谷南 1ー 15 ー 1

杉並　なみすけ

東京都杉並区上井草４ー○○ー○

土地所有者の住所・氏名

当該土木工事住所
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記入例

〒

○○○○令和○○

166 0004

東京都杉並区阿佐谷南 1ー 15 ー 1

杉並　なみすけ

東京都杉並区上井草 4ー○○ー○

土地所有者記入欄

  ( 登記などの移行がお済みでない場合は、

   別途ご相談ください )

当該土木工事住所

※確認調査 (試掘調査 )の際に必要となります。
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93 1 94 1

10
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印

令和
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令和



埋蔵文化財保護の手引き

発      行　平成 10 年 9 月　初　　　 版
　　　　　　令和 7年 7月　増 補 改 定
編集・発行　杉並区教育委員会事務局
　　　　　　地域の学び推進課文化財係
            〒166-8570　杉並区阿佐谷南 1-15-1
                  代表 Tel 03-3312-2111　内線 1666・1667
                  直通 Tel 03-5307-0367
                       FaX 03-5307-0693
URL https://www.city.suginami.tokyo.jp/kyouiku/bunkazai/
        maizouhogo/index.html

登録印刷物番号
０７-００１８


